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コンプライアンス（法令遵守）基本方針 

 

 岡谷電機産業株式会社および関係会社は、コンプライアンスの実践を企業が

存続、発展する上で不可欠なものと位置づけております。企業活動において求

められるあらゆる法令等の遵守はもとより、高い倫理観に則して行動し、公正

かつ誠実で透明性の高い企業活動を遂行します。 

 

行動規範 

 

1. お客様が真に求める価値は何かを常に探求し、お客様情報の保護に十分配
慮して、社会にとって有用で、安全かつ高品質な製品やサービスを提供し

ます。 

 

2. すべての法律、ルールの遵守とその精神を尊重し、公正かつ高い倫理観に
基づき行動します。 

 

3. 事業活動を行う国や地域の文化・慣習の尊重と環境への配慮を行い、環境
に調和する技術の開発と事業活動を通して、地域社会と協調してその発展

と向上に貢献します。 

 

4. 株主や金融市場ないし、広く社会に対し、適切な情報開示を行い、経営の
透明性と健全性を確保し、長期的かつ継続的な企業価値の増大を追及し、

魅力ある企業を目指します。 

 

5. グループ役員および社員等の安全と健康に配慮するとともに、個人の人格、
個性、生活を尊重し、個人の資質向上と能力開発を促す職場風土を提供し、

グループ役員および社員等一人ひとりは、知識の習得や技術の向上に努め、

社会の求める価値を提供します。 

6. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは断固として
対決します。  

 

以上 

履歴 

2005 年 4 月 1 日制定、2010 年 2 月 12 日 組織規定改定に伴う改定 

2010 年 3 月 11 日 冒頭主語を改定 


